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多様な活動と
連携の展開

基本施策-1

個々の緑を地域
の緑として育む

基本施策-4

緑と水が持つ
効果を高める

基本施策-2

魅力アップとなる
活用方法

基本施策-3

暮らしを彩る
多彩な緑の演出

基本施策-5

「日々の暮らしの中で緑を楽しむ」をテーマとして、第 3章の5「緑の方

針」のもと、5つの基本施策と14の個別施策に取組みます。

1　施策体系

�����������

�����������

�����

�������

����

����

����

���������

���������

���������

����������

������

連携していく分野緑の方針 基本施策 個別施策

①多様な主体による連携を

深める

①公園緑地などの機能と

維持管理の充実

②参加につながる取組み

②水と緑の軸・緑の拠点の

継承

①「農」と触れあう機会と農地

活用の取組み

③緑の良さを実感する機会の

創出

③景観を高める緑の創出

②地域の緑をサポートする

取組み

④緑を支える広域的な連携

①行政課題に対応した

公園緑地の活用

①緑を育む暮らしを楽しむ

⑤多摩の森林保全

②公園緑地の魅力アップに

役立つ運営の仕組みづくり

②まちを彩る質の高い緑化の

　推進

緑
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
連
携
の
方
針

〜
緑
を
み
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な
で
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て
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こ
う
〜
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水
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の
方
針

民
有
地
の
緑
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方
針

〜
緑
と
水
の
魅
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を
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う
〜

〜
暮
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に
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の
恵
み
を
育
も
う
〜
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（1）施策を進めるための役割と実現までの期間

1）市民・民間・行政の役割

「市民」「民間」「行政」の連携により、施策を進めて

いくにあたり、以下の役割が考えられます。（［図15］）

2）施策の実現までの期間

施策の実現までの期間は、次の改定までの10年間とします。各施策に

よって、計画策定から実行に向けた準備や実施するのにかかる期間が

様々なことから、短期・中期・長期の期間を設定し、進めていきます。

短期
計画策定から1～ 2年で準備・実行。その後も継続して実

施するものを含む

中期
計画策定から1～ 5年くらいの期間で準備・実行。その後

も継続して実施するものを含む

長期 計画策定から1～ 10年くらいの期間で準備・実行

次ページの個別施策の主な取組み例に、上記の1）をもとに取組む主

体（市民・民間・行政）と、上記の2）をもとに実現までの期間（短期・中期・

長期）を以下のように示します。

2　基本施策と個別施策

市　民
（住む人・企業市民

＊
・

学生など）

◎緑の恵みを享受し、緑を守

り育む実践者（緑化活動、緑の

保全、清掃活動への参加、公園緑

地の積極的な活用など）

凡例

↑

取組む主体

↑

実現までの期間

 ［市民・行政］短期市民・行政

［図15］市民・民間・行政の役割

［表5］実現までの期間

民　間
（民間事業者・NPO団体・

開発事業者など）

◎公園緑地を活用した企

画運営、市民の緑の活動

のコーディネート

◎開発時の既存の緑の保

全、良好な街並やオープン

スペース
＊
の創出

行　政
（緑に関する活動や事業に

取組む関係部署）

◎公園緑地・街路樹などの公

共的な緑の整備・維持管理

◎公園緑地の柔軟な活用の

推進、防災・子育てなどの活

用の推進

◎緑化推進の啓発・助成

����������������� 11 ������������。
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（2）基本施策と個別施策　

市内の公園緑地では、民間による運営管理や緑ボランティア団体の

活動拠点となっている公園がいくつかあり、緑を支えるためにまちの価

値を高めています。今後も市民と行政で協働するとともに、様々な主体

と連携して、既存のストックの有効利用を図ります。また、私たちの暮

らしは、防災、生物多様性の保全、環境配慮などの点で市内だけでな

く近隣の自治体とも関係していることや、都市の生活を環境面から支え

ている多摩の森林保全に取組むため、以下の施策を進めます。

　①多様な主体による連携を深める

様々な主体による多様な活動と連携し、公園緑地や民間のオープンス

ペース
＊
の活用・管理・運営を行っていきます。また、緑のマネジメント

に関わる人のスキル向上のための情報収集を行い、関係者間で共有して

いきます。

　②参加につながる取組み

より多くの市民が暮らしの中で緑に親しむことができるよう、緑に関す

る活動への参加につながる取組みを行っていきます。

��������������������
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【主な取組み例】

市民の意見や多様なニー

ズに合わせた活動の支

援。参加につながる市民

への情報の発信

［ 市民・行政 ］

少人数での参加への仕組みの検討　など

ボランティア活動に関する情報発信　など

［ 市民・行政 ］  短期

【主な取組み例】

公園緑地・民間のオープ

ンスペースの活用・管理・

運営に向けた働きかけ　

［ 民間・行政 ］

民間と協定を結び、公園緑地と民間のオープンスペー

スの一体的な活用・管理・運営を実施　など

公共や民間の緑の維持管

理における地域・民間・

教育機関と連携した活動

の推進　

［ 市民・民間・行政 ］

イベントなどで活用した公園の芝生の復旧や清掃な

どを地域と連携して実施　など

緑ボランティア団体の活動支援・花植え・緑の市民

講座などについて引き続き協働で実施

NPOが主催する市民が自然環境について学ぶ機会や

農体験の機会の創出について引き続き協働で実施　

など

環境教育などの機会での連携　など

［ 民間・行政 ］

［ 市民・民間・行政 ］

  短期

  中期-長期

1 多様な活動と連携の展開

「緑のマネジメントと連携の方針」～緑をみんなで支えていこう～

個別施策　
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　③緑の良さを実感する機会の創出

みんなで緑を支えていくためには、一人ひとりが緑の良さを実感し大

切にする心を育むことが大事です。そのような働きかけや機会を、市だ

けでなく多様な主体と連携し創出します。

 　④緑を支える広域的な連携

私たちの暮らしは、防災、生物多様性の保全、環境配慮などの点で東

京都や近隣自治体及び水辺環境での広域的なつながりと関係しているこ

とから、関係機関と連携して公園緑地の整備や水辺環境整備に取組んで

いきます。

　⑤多摩の森林保全

本市では、森林の恩恵を受ける都市部に位置する地方公共団体として、

多摩の森林保全に取組んでいきます。
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【主な取組み例】

日々の暮らしの中で緑の良

さを実感する働きかけと機

会を創出する取組みを実

施　

［ 行政 ］

緑の良さを実感できる情報を紹介する情報誌などの

発行　など

まちの緑に関する冊子の作成、緑の良さを感じる事

例やアイデアを募集し、それらを紹介する企画や取

組みを実施　など
  短期［ 行政 ］

【主な取組み例】

多摩の森林を保全するため

の自然体験や多摩産材の

活用による取組みの充実　

［ 市民・行政 ］

二俣尾・武蔵野市民の森での市民講座の継続

と公共施設に多摩産の木材を活用　など

奥多摩・武蔵野の森の回復状況に合わせた取組み

の実施　など
  中期［ 市民・行政 ］
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【主な取組み例】

都や近隣自治体と連携し

た公園・水辺環境の整備

［ 市民・行政 ］

都立公園、近隣自治体の公園を考慮した防災・生

物多様性に配慮したリニューアル　など

玉川上水・千川上水・仙川の整備における東京都

や近隣自治体及び水辺環境で関係する行政との連

携と協力など

［ 市民・行政 ］  長期

���������
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緑と水辺は潤いや安らぎを与えてくれるだけでなく、私たちの生活を

防災などの面から支え、生物の生息環境としても重要です。今後は、そ

のような効果や役割を再認識し、大切な緑と水辺を良好に守り育むため、

長期的な財政予測を踏まえた計画的で効率的な維持管理を行い、新た

な魅力となる緑を創出していきます。このような視点を踏まえ、以下の

施策を進めます。

　①公園緑地などの機能と維持管理の充実

「公園・緑地リニューアル計画
＊
」の中で公園緑地の機能と魅力の再生

や緑被地の確保のあり方について検討します。また、街路樹などは長期

的な視点をもった計画的な更新に取組みます。

　②水と緑の軸・緑の拠点の継承

水辺などの環境を保全する取組みと新たな緑の創出とともに、先人が

育んできた歴史ある緑と水辺の大切さを学び共有する取組みを実施します。

・

　③景観を高める緑の創出

良好な緑や水辺を継承していくとともに、新たな魅力や美しい街並を

���������������
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【主な取組み例】

「公園・緑地リニューアル

計画」を改定し、地域の

オープンスペースも考慮し

た公園緑地の配置検討・

整備とリニューアルを実施 

［ 行政 ］

農業ふれあい公園などの特色のある公園緑地の整備

など

地域のオープンスペース
＊
を考慮した公園緑地の配置

検討と整備　など

公園緑地の機能と魅力の再生を行うリニューアルの実施。

新たな整備においては、周辺の緑と一体的な景観形成と

機能（遊び・憩いなど）の補完　など

長期的な視点を見据えた

更新方法の検討　

［ 行政 ］

樹木診断などと合わせ、長期的な視点をもった計画

的な更新を実施　など

剪定による発生材の利活用の研究　など

［ 行政 ］

［ 行政 ］

  短期

  中期

【主な取組み例】

水と緑の軸・緑の軸を構

成する水辺と街路樹、緑

の拠点となる雑木林など

を守り、次世代へ継承し

生物多様性・雨水浸透・

延焼防止効果・ヒートア

イランド現象緩和などに寄

与する緑を創出 

［ 市民・行政 ］

玉川上水の緑の保全に向けた関係機関との連携、千

川上水の散策路などの整備、仙川水辺環境整備のあ

り方を検討　など

道路緑化の推進　など

まとまった緑がある大学や団地などと情報交換や課題

を共有し、緑の軸・緑の拠点を強化する取組みを実

施　など

地域の大切な緑として親しまれる学校の緑の保全・活用

境山野緑地や本村公園などの樹林について、様 な々視

点から将来に引き継ぐための保全方法を検討  など

［ 市民・行政 ］  中期-長期

2 緑と水が持つ効果を高める

「公共の緑と水辺の方針」～緑と水の魅力を輝かそう～

�������������������
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個別施策　
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構成する緑を創出していきます。

　本市の公園緑地は、都市の中にあって緑と触れあうことができる貴重なフ

ィールドです。本市には、遊びや運動、休憩などで日頃から多くの方に、親

しまれている公園がたくさんあります。また、公園の広場では地域の方によ

るイベントが開催され、まちににぎわいが生まれています。一方で、あまり利

用が見られない公園もあり、身近な空間が有効に活用されていない状況も

あります。公園緑地のそれぞれの特色を生かして、日々の暮らしの中で柔軟

に使えるように、公園緑地の魅力アップを図るための以下の施策を進めます。

　①行政課題に対応した公園緑地の活用

子育て世代の交流の場としての利用や健康増進の場としての利用、身

近な防災施設としての利用といった様々な行政課題に対応した利用が求

められています。一方で、団体利用者どうしで、時間と場所の重複や、

公園利用者と近隣住民の利用をめぐるトラブルが起きていることから、

利用者のニーズや地域からの要望に対応した活用方法を検討します。

　②公園緑地の魅力アップに役立つ運営の仕組みづくり

地域サービスの向上や地域の価値を高めるなど、地域に寄与し日々の暮

らしを豊かにしていくために、身近にある公園を地域が主体となり、工夫

し活用していくことを推進する取組みや運営の仕組みづくりを検討します。

�����������

�����������

���「�������

�����」

【主な取組み例】

健康福祉・保育・地域活

性・防災など利用に対応

した仕組み

づくり 

［ 民間・行政 ］

公園の重複利用や、公園利用者と近隣住民の利用を

めぐるトラブル解消に向けた関係部署・地域の連携

など

子どもの見守り、防災・地域活性につながる公園活

用 など

遊びや憩いなど機能を強化

する活動の支援や子ども・

子育て支援の取組みの検討

［ 民間・行政 ］

プレーパーク
＊
事業の引き続きの支援　など

子育て家庭が利用しやすい公園の環境づくりや、公

園での子ども・子育て支援の取組みの検討

【主な取組み例】

公園を柔軟に使うための制

度の研究 

［ 民間・行政 ］

市民や商店会、地域団体などの地域のニーズに合わ

せた柔軟な使い方ができる運営の仕組みづくりを検討

など

3 魅力アップとなる活用方法

  中期

  短期-中期

［ 民間・行政 ］

［ 民間・行政 ］ �����������������������

［ 民間・行政 ］  短期-中期
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【主な取組み例】

公共施設や市の玄関口と

なる駅周辺での良好な緑

の景観の創出 

［ 行政 ］

公共施設や道路の緑化について、維持管理を見据え

た質の高い緑が創出されるよう協議を実施

など

「武蔵野市景観ガイドライン
＊
」の指針に従って、周

辺に配慮し地域の特性や文化を踏まえた整備となるよ

う誘導　など

  中期［ 行政 ］

個別施策　
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都市において防災、ヒートアイランド現象
＊
緩和など重要な役割を担う

農地については、生産緑地の買い取り制度に際しては、情報収集に努め、

補助制度の活用を検討するとともに、指定条件の見直しに基づいた地区の

指定と、大切さを実感する「農」に触れる機会を創出します。また、歴

史ある民家の大木や樹林地の保全について、地域の緑としての認識を高

め、サポートしていくために以下の施策を進めます。

　①「農」と触れあう機会と農地活用の取組み

「農」に触れる機会は、子どもの情操教育にも役立ち都市の生活では

貴重です。一人ひとりが大切さを実感し、農地保全につながるよう「農」

に関する取組みを進めます。

　②地域の緑をサポートする取組み

大切に育まれてきた大木や樹林地を地域の緑として認識を高め、保全

について地域でサポートする取組みを検討します。
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4 個々の緑を地域の緑として育む

「民有地の緑の方針」～暮らしに緑の恵みを育もう～

【主な取組み例】

農体験の機会、食の地産

地消の推進など、農地保

全につながる取組みを検討

［ 民間・行政 ］

公園や公開空地
＊
などで、市内の野菜を販売する

ファーマーズマーケットの実施　など

身近で農体験ができる農業公園などの整備の検討　

など
［ 民間・行政 ］  中期

【主な取組み例】

民有地の樹木・樹林地に

対する保全制度の見直し

［ 行政 ］

剪定などの樹木管理の制度の見直し　など

将来の文化財への指定を見据えた地域の重要な樹

木の保全　など

民有地の緑を地域共有の

緑として捉え、自助・共

助・公助の連携による取

組みを支援

［ 市民・行政 ］

地域のボランティアによる民有地の緑への支援方法

の検討　など

［ 行政 ］

［ 市民・行政 ］

  短期

  中期

個別施策　
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　庭先やベランダの花や緑は、暮らしている人々の温かみを感じること

ができ、住みよいまちの形成につながっています。そのような緑を育む

暮らしを推進し、日々の暮らしの中で緑の良さを実感することで、地域

の緑を大切に守り育む意識の醸成につなげていきます。また、多彩な緑

を創出する誘導方策や働きかけを行うため、以下の施策を進めます。

　①緑を育む暮らしを楽しむ

日々の暮らしの中で緑の良さを実感する機会を創出し、花と緑を通じ

た地域交流やまちづくりを進めていきます。

　②まちを彩る質の高い緑化の推進

緑豊かで良好な街並を増やしていくため、既存の緑化の指導基準の見

直しや誘導方策を検討し、一層充実した緑化と良好なオープンスペース
＊

の創出を推進するための働きかけを行います。

5 暮らしを彩る多彩な緑の演出

�����������������
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�
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【主な取組み例】

暮らしを彩る緑と花に親し

む機会の創出や地域での

交流など、緑を育むため

のルールづくり、専門家

派遣といった支援

［ 市民・行政 ］

生垣助成要件の見直し　など

誕生・新築記念の苗木・花苗プレゼント　など

地域で緑を育むルールづくり（緑地協定
＊
）　など

［ 市民・行政 ］  中期

【主な取組み例】

既存の指導基準の見直し

による、接道部緑化の充

実や緑の質を高める誘導

方策を検討

［ 市民・行政 ］

緑の質を高める指導基準の見直し　など

接道部緑化
＊
の充実に向けた検討　など

壁面緑化
＊
・屋上緑化

＊
などの誘導方策の検討　など

大規模開発などでオープ

ンスペース（公開空地・

自主管理公園）を創出す

る際の質の高い緑化に向

けた働きかけ

［ 民間・行政 ］

緑地の社会・環境価値を評価する認定制度のインセ

ンティブの研究と検討　など

［ 民間・行政 ］

［ 市民・行政 ］  短期

  短期

個別施策　
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（3）進行管理

本計画で定めた目標に向けた取組みの進捗状況と効果について、以下のように進行管理を行

います。

年度ごとの実績は、市の予算に対して示される事務報告の内容である、公園緑地の整備状況

と改修状況、緑化指導件数、保存樹木などの指定状況、緑化推進事業の開催状況などとして、

整理・公表します。

また、中間まとめとして5年に1度を目途に、本計画の個別・具体の取組み状況の把握・検証

を行い、進捗状況を各分野と共有します。

計画の改定は、長期計画の策定期間と合わせて実施することとし、自然環境等実態調査（緑

被率など）は、これに付随して実施します。この調査では、本計画の目標である市全体の緑被率、

緑視率、緑の満足度といった視点による検証を行います。評価・検証は、行政自身が行うので

はなく、市民や専門家を交えた機関により行い、様々な立場の人が関わることにより客観性・

公開性の高いものとしていきます。（［図16］）

［図16］進行管理スケジュール


